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第 4期大阪府地域福祉支援計画変更（案）新旧対照表 ヤングケアラーへの支援や孤⽴・孤独対策の推進 
 

⾒直し箇所 現⾏ 変更案 変更の考え⽅ 

1 
第３章  
地域福祉の
推進方策 
 
2.地域福祉
を推進する
具体的施策 
 

(１)地域福祉の
セーフティネッ
トの拡充 
 
②生活困窮者へ
の支援や、ひき
こもり・自殺対
策等の充実 
 
《現状と課題》 
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▽ 平成 27 年度の内閣府調査を基にした⼤
阪府のひきこもり推計（略）⽀援ネットワー
クの構築が必要です。 

 

▽ 平成 27年度の内閣府調査を基にした⼤阪
府のひきこもり推計（略）⽀援ネットワークの
構築が必要です。 
▽ 本来大人が担うと想定されている家事や
家族の世話などを⽇常的に⾏っているヤング
ケアラーについては、本人が家族の状況を知ら
れたくない場合ややりがいを感じている場合
等、様々な状況にあることや、社会的認知度が
低いことから、支援が必要な子どもに気づくこ
とが難しいと考えられます。このため、社会的
認知度の向上を図るとともに、福祉・介護・医
療・教育等、関係機関が連携し、ヤングケアラ
ーを早期に発⾒して、本人や家族を適切な⽀援
につなげなければいけません。 
▽ 人口減少や少子高齢化、家族形態の変化が
進み、人と人の関係性やつながりが希薄化して
きたことで、人々が「生きづらさ」や孤独・孤
⽴を感じざるを得ない状況を⽣む社会へと変
化してきたと考えられます。 
孤独・孤⽴にいたる背景や当事者がおかれてい
る状況は多岐にわたり、また、孤独・孤⽴の感
じ方・捉え方は人によって多様です。 
孤独・孤⽴の問題を抱える当事者の家族も含め
て支援していくには、様々な支援の存在を周知
するとともに、地域において住⺠や⾃治会、社
会福祉施設、市町村社協、隣保館（※）、企業、
商店街、NPO など地域の多様な主体と連携し

・令和３年 3⽉に厚⽣労働省及び⽂
部科学省が連携し、「ヤングケア
ラーの支援に向けた福祉・介護・
医療・教育の連携プロジェクトチ
ーム」を⽴ち上げた。令和 3年 5
月にとりまとめ報告 

 
・今後取り組むべき施策として、「早
期発⾒・把握」、「⽀援策の推進」、
「社会的認知度の向上」の取組を
推進することとなった。 

 
 
 
 
 
 
 
・令和３年６⽉に「経済財政運営と
改革の基本方針 2021」で、孤独・
孤⽴対策として官・⺠⼀体の取組
を推進していくことを閣議決定 

 
・令和 3年 12月に重点計画が決定 
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て、つながりの活動を展開していくことが重要
です。 

 

  
《第 4 期に向け
た具体的取組》 
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新規 
 

（様々な課題などの対応） 
▼ ひきこもりやヤングケアラー、孤独・孤⽴
等の様々な課題を抱える方・世帯への支援につ
いては、その課題に応じて地域の多様な社会資
源が協働し、分野横断的に切れ⽬なく⽀援でき
る体制が構築されるよう市町村に働きかけま
す。 
▼ ひきこもりについては（略）機能強化に向
けた⽀援を⾏います。 
▼ ヤングケアラーについては、地域住⺠等を
はじめ、福祉・教育の関係機関等への意識醸成
や研修の実施、支援体制の構築等により支援の
充実を図ります。 

 

 


